
かみ合わせが逆の場合（反対咬合 2・はんたいこうごう） 

前歯の生える方向に問題がある場合と、顎自体の成長に問題がある場合があります。顔

かたちが両親を含めた親戚と似ることがよくありますので、ご親戚の方にかみ合わせの逆

の方がいて、お子さんがその方に似ている場合は骨格性（顎自体に問題がある）と推測さ

れます。骨格性の場合は永久歯に生え代わってもまたかみ合わせは逆になります。生える

方向が悪い場合でも適切な時期に治療を始めないと顎自体の成長にも問題が起こってきま

す。もっとも早い時期に矯正治療が必要な不正咬合のひとつで、治療は小学校 1 年生前後

から開始します。上顎の成長を促す装置などで治療することにより横顔から改善されます。

しかし、程度がひどい場合には第 2 次成長期に再び、かみ合わせが逆になり本格矯正が必

要となる場合もあります。私の診療所で使用している装置は以前のものと比べかなり目立

たないようになっており、少し離れるとほとんど気づきません。少しでも矯正装置を入れ

ることへの負担が軽減されるように心がけています。 

実際の治療例 

   

    初診時         治療開始         2 ヶ月後 

   

    9 ヶ月後        18 ヶ月後         24 ヶ月後 

治療費概算 

前歯のかみ合わせが逆で治療に 24 ヶ月掛かった場合 

初診、相談料         無料 

診査診断料          10,800 円 

施術基本料          216,000 円（5 回までの分割が可能です。） 

処置料   4,300 円×20 回＝86,000 円（治療中は 3〜4 週ごと通院、20 回） 

                   合計：312,800 円 

※将来、本格矯正が必要になった場合は診査診断料、施術基本料は本格矯正の料金より差

し引き、差額となります。ただし処置料は変更となります。 
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